
令 和 ３ 年 １ １ 月 ３ ０ 日 

総務部男女共同参画推進センター 

 

 

男性ＤＶ・ＬＧＢＴ等の相談窓口について 

 

 お互いに様々な違いを認め合い、すべての人が自分らしく、平等に安心して暮らすことができる社

会を目指し、７月から、２つの相談窓口を開設した。 

 

１ 男性ＤＶ電話相談 

   配偶者や恋人によるＤＶ被害に悩む男性を対象とした電話相談 

（１）事業開始日   令和３年７月１日（木） 

 

（２）対 象    江東区在住・在勤・在学の男性 

 

（３）相 談 日    毎月第１木曜日１６：００～２０：００（４時間） 

 

（４）相談方法    電話相談（相談専用番号）、無料、予約不要 

 

（５）相談件数       ５件（７～１１月実施）  

 

２ ＬＧＢＴ等電話相談 

   日常生活においてＬＧＢＴ等当事者やその周囲の方（家族・友人・職場関係の方など）が 

  抱える悩みの相談 

（１）事業開始日   令和３年７月１５日（木） 

 

（２）対 象    江東区在住・在勤・在学の者（本人・家族・支援者等） 

 

（３）相 談 日    毎月第３木曜日 １７：００～２０：００（３時間） 

 

（４）相談方法    電話相談（相談専用番号）、無料、予約不要 

 

（５）相談件数       ４件（７～１１月実施）  

 

３ 事業の周知 

（１）区報、ＨＰ、ＳＮＳ（Twitter、Facebook） 

 

（２）啓発カード（庁舎、区関係施設、中学校）   ※中学校はＬＧＢＴ等相談のみ配布 

 

（３）ポスター（庁舎、区関係施設、江東区広報板） ※予定 
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